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専願？ 併願？ 

合格したら入学辞退できないのは？ 

卒業生用  

学校推薦型選抜を希望する生徒へ 

令和 8 年５月 18 日(月)  
  推薦入試は、各生徒からの申請を受けて、推薦委員会で推薦するか否かを決定し、その決定を受けて

志望大学へ願書を送付します。 

申請を希望する生徒は以下のことを事前に行います。 

（１）願書は、各自で web等を熟読しておくこと。 

 

（２）以下の手順で申請します。 

学校型推薦を希望する生徒 

1.書類の提出  

国公立‣私立大学（公募推薦）の場合：校内申請期間内に進路へ申請する。 

        ・年内出願→7/31〆切 

        ・年明け出願→11/20〆切 

 

   ＊願書受付開始日は、各大学によって異なるので、必ず前もって確かめておくこと。 

申請方法：以下の必要書類（４点セット）、その他を進路ガイダンス部へ提出。 

   Ａ．推薦受験願い       

   Ｂ．志望の動機          進路廊下にあります 

   Ｃ．担任副申書作成依頼書    

Ｄ．志望校の推薦基準（募集要項のコピー：推薦基準、出願日程、専願・併願の有無、人数制限

の有無）」 

その他．資格・検定取得を証明できる書類（書類に関して質問がある場合は必ず進路部に問い 

合わせをして下さい。 

  

※学校推薦型で複数の出願を希望する生徒はすべての申請を 7/31までに同時に行うこと。 

2.進路担当者で出願要件などを確認します 

3.推薦委員会の審議後、進路進学係から結果報告を受ける。 

国公立の推薦入試の多くの場合は、「1高校から○名まで応募可」の制限があります。その為、競合

があった場合には、推薦委員会で本校から推薦する生徒を選出します。 

4.推薦の内定を受けた生徒は、事務室で調査書等の必要書類を申し込んで下さい。必要書類（願書・推薦

書・調査書等）を取りそろえ、必ず指定された方法（速達書留・書留）で郵送する。同封の志望理由書

は進路ガイダンス部へコピーを提出する。また、自分用のコピーもとっておくこと。 

  （ただし、学校一括郵送の場合は、進路がとりまとめる） 

総合型選抜を希望する生徒へ 

総合型選抜を希望する生徒 

1.書類の提出 

Ⅰ）10月までに出願する場合：校内申請期間内(6/19〆切)に進路ガイダンス部へ申請する。 

Ⅱ）11月以降出願する場合：願書受付開始日の遅くとも３週間前には申請する。 

           

   ＊願書受付開始日は、各大学によって異なるので、必ず前もって確かめておくこと。 
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絶対に守って欲しいこと・・・ 

・書類の提出期限厳守‼ 

・保護者の承諾‼ 
※誰にも相談せず、自分勝手に学校推薦型選抜・総合型選抜を決めて書類提出する人がいます。受

験は、保護者(金銭面)の協力が必要です。必ず事前に相談を！ 

申請方法：以下の必要書類（2点セット）を進路ガイダンス部へ提出。 

   ○Ａ．総合型選抜・就職出願届け ⇒進路廊下にあります 

   Ｄ．志望校の募集要項のコピー：出願日程、専願・併願の有無 

2.進路担当者で出願要件などを確認する。 

3.事務室で調査書等の必要書類を申し込んで下さい。必要書類（願書・推薦書・調査書等）を取りそろ

え、必ず指定された方法（速達書留・書留）で郵送する。同封の志望理由書は進路ガイダンス部へコピ

ーを提出する。また、自分用のコピーもとっておくこと。 

 

   ※エントリーシートの受付がある大学など、各大学で出願時期が異なる。早めの準備を！ 

   

    

 


